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インボイス発行事業者登録について

最新情報は
ＡＳＡＫのTwitter（ツイッター）も
ご利用ください！

随時更新しますので
フォローして下さい！

最近、耳にすることが多くなった「インボイス制度」。この紙面でも何度か

ご紹介していますが、まず、ご心配なのが事業者登録についてです。これに

関しては、弊所事務所で関与させていただいているお客様については、６月

以降に順次、個別にご案内させていただき、登録まで当方で責任をもって

対応させていただきますので、ご安心ください。まずはそのご案内です。

インボイス発行事業者登録は、ＡＳＡＫで対応いたします。

提出期限は、令和５年３月３１日までです。

まだ、お時間はありますのでご安心ください。

適格請求書（インボイス）とは、売手が

買手に対して、正確な適用税率や消費税

額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に

「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」

の記載が追加された書類やデータをいい

ます。

＜売手側＞

売手である登録事業者は、買手である

取引相手（課税事業者）から求められた

ときは、インボイスを交付しなければなり

ません（また、交付したインボイスの写しを

保存しておく必要があります）。

＜買手側＞

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手

（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存等が

必要となります。

（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定事項（インボイス

に記載が必要な事項）が記載され取引相手の確認を受けたものを

保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

２０２３年１０月１日から導入される消費税の適格請求書等保存方式（日本型インボイス制度）では、事業者が適格

請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」としての登録を受けなければなりません。この登録を受けること

が重要な理由は、消費税法上、２０２３年１０月１日以降の取引について、事業者が仕入税額控除の適用を受けるため

には、原則として、「適格請求書発行事業者」から交付された適格請求書（または適格簡易請求書）を保存することが

要件となるからです。

インボイス制度とは？

適格請求書（インボイス）発行事業者登録制度の概要
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この適格請求書発行事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出して登録を受けることが

必要とされており、その登録申請書は、２０２１年１０月１日から始まっています。

現在、消費税の免税事業者の場合には、まずは課税事業者となることを選択し、その後、適格請求書を発行できる

ように、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなければならないので注意が必要です。

◆ インボイス制度初日から適格請求書を発行しようとする場合の、申請書の提出期限

日本型インボイス制度開始日である２０２３年１０月１日から適格請求書を発行できるように

するためには、原則として、２０２３年３月３１日までに登録申請書を納税地の所轄税務署長に

提出することが必要とされています。なお、適格請求書発行事業者としての登録日が、

２０２３年１０月１日の属する課税期間中である場合には、例外として、消費税課税事業者

選択届出書を提出しなくても、その登録を受けることができることとされています。

適格請求書（インボイス）発行事業者にならなかった場合
消費税法上、消費税免税事業者については、適格請求書発行事業者の登録を受けることができる事業者から除かれる

ことと定められているため、消費税免税事業者は適格請求書を発行することができないこととなります。

この場合には、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、原則として、その全額が仕入税額控除

の対象とならないとも定められています（※経過措置あり）。したがって、販売取引先においては、消費税の課税仕入取引

として控除できなくなるため、登録していない業者との取引を見直す可能性があるのです。

このため、２０２３年１０月１日以降は、それまでは消費税免税事業者であった個人事業者や法人が、取引関係の維持等

を目的として、あえて消費税納税義務者となることを選択する可能性が出てくるものと考えられます。

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った

課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を

記載した帳簿を保存している場合には、次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額

として控除できる経過措置が設けられています。

期 間 割 合

２０２３年１０月１日から２０２６年９月３０日まで 仕入税額相当額の８０％

２０２６年１０月１日から２０２９年９月３０日まで 仕入税額相当額の５０％

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が改定
全国健康保険協会（協会けんぽ）の健康保険料率および介護保険料率について、

２０２２年度も例年どおり、３月分（４月納付分）から改定されました。

◆都道府県支部別の保険料率

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支部別に設定されており、２０２２年３月分からは、

右頁上表のとおりです。

このうち、最も高い保険料率は佐賀県の１１.００％、最も低い保険料率は新潟県の９.５１％で、佐賀県と新潟県の

保険料率の開きは大きなものとなっています。

なお、東海三県の状況をみると、愛知県は、９.９３％（前年は、９.９１％）、岐阜県は、９.８２％（前年は、９.８３％）、

三重県は、９.９１％（前年は、９.８１％）となっており、愛知県・三重県は保険料率が上昇し、逆に岐阜県は保険料率が

下がっており、各都道府県により状況はまちまちのようです。

◆介護保険料率は引き下げに

全国一律である介護保険料率は、毎年見直しが行われます。２０２２年３月分からは、１.８０％から１.６４％への引き

下げとなりました。
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２０２２年度の労働保険料の率

この２０２２年度は、コロナ禍での経済状況を考慮して、雇用保険料率の変更が２度にわけて行われます。ここ数年の

雇用対策で積立金が大きく減少しており、いずれも雇用保険料率はアップとなっています。特に１０月１日以降分について

は、その上昇率も高く、事業主にとっては、大きな負担増になりそうです。

◆労災保険率

労災保険率は、それぞれの業種の過去３年間の災害発生状況等により、原則 ３年ごとに見直されることになって

います。２０２２年度は見直す年に該当しないため、変更されない予定です。

◆雇用保険料率

雇用保険料率は

毎年度、財政状況に

照らして見直され、

２０２２年度は変更が

２回予定されて

います。

具体的には、

２０２２年４月１日から

９月３０日までと、

１０月１日から翌年

３月３１日までの２つ

の期間です。

各負担率の変動に

ついては、右表を

ご参照いただき、

計算間違えのない

ように、注意して

ください。

都道府県支部別の保険料率（２０２２年３月～）
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個人情報の安全管理に対する取組

２０２１年１０月に、個人情報保護委員会が発表した、「中小規模事業者の安全管理措置

に関する実態調査（報告書）」の調査結果から、中小事業者における個人情報の安全管理

に関する取組をみてみましょう。

◆ウイルス対策ソフトが８割

この調査結果によると、中小事業者が個人情報の安全管理に関する技術的な措置として

実施している施策をまとめると、下表のとおりです。

具体的に実施している施策では、ウイルス対策ソフトウエアの導入や、ウイルス対策

ソフトウエアの自動更新などによる最新状態の維持がダントツで、その割合も８０％を超えています。

また、１年以内に実施予定の施策では、メールに添付するファイルの暗号化パスワードによる保護が、１１.６％で

最高となっていますが、対策としては、まだまだ不十分な状況がハッキリしています。

◆改正法の全面施行は目前

２０２０年改正の個人情報保護法が、今年４月より全面施行され、個人情報の漏えい等が発生し、個人の権利利益を

害するおそれがある一定の場合（不正アクセスによる漏えいや１,０００人を超える漏えい等）には、個人情報保護委員会

への報告と本人への通知が義務化されます。

この法律は、原則としてすべての事業者に適用されます。自社の個人情報保護に不安がある事業者は、取組を進めて

おかねばならないでしょう。

なお、上記の調査は、個人情報保護委員会が、国内に本社を置く民間の中小規模事業者から無作為抽出した２５,０００

事業者を対象に、２０２１年２月～３月に実施された調査です。なお表の数値は四捨五入の関係で １００にならない場合が

あります。調査結果の詳細は、下記の URL のページから確認いただけます。ご参考にしてください。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/R2_chuushou_anzenkanri_report.pdf

個人情報の安全管理に関する技術的な措置として実施している施策（％）
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４月度の税務スケジュール

経営セーフティ共済（倒産防止保険）を利用した節税策

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難

に陥ることを防ぐための制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

無担保・無保証人で、掛金の最高１０倍（上限８,０００万円）まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる

税制優遇も受けられます。

◆経営セーフティ共済の安心の４つのポイント

１．無担保・無保証人で、掛金の１０倍まで借入れ可能

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の

額」か「納付された掛金総額の10倍（最高8,000万円）」の、いずれか少ないほうの金額となります。

２．取引先が倒産後、すぐに借入れが可能

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、

すぐに借り入れることができます。

３．掛金の税制優遇措置が受けられる

掛金月額は５,０００円～２００,０００円まで自由に選べ、いつでも増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金

（法人の場合）、または必要経費（個人事業主の場合）に算入できるので、節税効果があります。

４．解約手当金が受けとれる

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を４０ケ月以上納めて

いれば、掛金全額が戻ります（１２か月未満は掛捨てとなります）。

民間の生命保険を活用した節税策のほとんどが、その効果が期待できなくなっている現状では、１００％経費計上でき、

元本保証（４０ケ月以上加入）のある制度は、ぜひ、その利用を検討されてみてはいかがでしょうか？

具体的な加入方法は、弊所までお問い合わせください。

内 容 期 限

３月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納 期 限 ４月１１日（月）

給与支払報告に係る給与所得者異動届出（市町村長へ） 申告期限 ４月１５日（金）

２月決算法人の確定申告
＜法人税・消費税等・法人事業税・（事業所税）・法人住民税＞

申告期限

納 期 限
５月２日（月）

２月、５月、８月、１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告
＜消費税・地方消費税＞

８月決算法人の中間申告
＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）

法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税等＞

消費税の年税額が４００万円超の５月、８月、１１月決算法人の３月毎の中間申告

消費税の年税額が４，８００万円超の１月、２月決算法人を除く法人の１月ごとの中間
申告(１２月決算法人は２ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞

固定資産税(都市計画税)の第１期分の納付

固定資産課税台帳の縦覧期間
（４月１日から２０日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日ま
での期間）

左記参照
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
（市町村が固定資産の価格登録を公示した日から納税通知書の交付日後 ６０日まで
の期間等）



本誌の内容に関するご質問やその他ご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。

税理士・行政書士
不動産鑑定士
社会保険労務士

浅岡 和彦
佐々木 勝己
松永 裕美
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今月の名言録

【名古屋オフィス】 〒４６０－００２２

愛知県名古屋市中区金山一丁目４番４号第９タツミビル東棟９階

TEL：０５２－３３１－０１３５ ・ ０１４５ FAX：０５２－３３１－０１６７
https://asaoka-kaikei.com/

【四日市オフィス】 〒５１０－０１０５

三重県四日市市楠町南川８－１

TEL：０５９－３９７－８６５０ FAX：０５９－３９７－８６５１

事務所のご案内

日々新たに創造する

現在、皆様のまわりで下記のような事項で何かとお困りの方がおみえでしたら、

お気軽にご相談ください。

随時、無料相談会を開催しております。なお、完全予約制となっていますので、

必ずご連絡頂きます様よろしくお願い致します。

・新規にご開業される方、された方（開業支援、税務相談、社会保険相談など）

・現在の顧問先に不満をお持ちの方（税務相談、経営相談、経営診断、事業計画など）

・相続でお困りの方（今後、発生することが予測されるが具体的にどうしたらよいのかわからない方など）

・不動産の有効活用でお悩みの方 など

何でも気軽にご相談ください！

無料相談会実施中！

仕事に就いて、最初からいい仕事にめぐりあえるわけではありません。

まずは、自分に与えられた仕事を、明るさと素直さを持ち続けながら、

粘りに粘ってやり続けることが必要です。絶対にやめてはいけません。

それは、苦労に苦労を重ねてただ一つのことを究めた人だけが、素晴らしい真理に触れることができるからです。

しかし、最初に決まった仕事を、生涯の仕事としてただ辛抱すればいいというわけではありません。

ひたむきに努めながらも、常にこれでいいのかということを考えるのです。

決して、昨日と同じことを、同じ方法で、同じ発想でやってはいけません。

小さなことでも、毎日これでいいのかということを反省し、改良するのです。

あらゆるものに対して、「これでいいのか」という問いかけをするのです。

これを長年繰り返しますと、素晴らしい進歩を遂げるはずです。

基礎を教わったら、自分自身で工夫をしていく、これが創造です。

日々新たな創造をしていくような人生でなければ、人間としての進歩もないし、魅力ある人にはなれないだろうと思います。

（「心を高める、経営を伸ばす」稲森和夫著 PHP研究所刊）


